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あわせ産廃とは

●産業廃棄物～事業活動に伴って生じた
廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、
廃プラスチック類その他政令で定
める廃棄物（２０種類）

●あわせ産廃～一般廃棄物処理施設で
産業廃棄物を一般廃棄物と
あわせて処理すること

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第１１条第１項第１号
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理
しなければならない。

第１１条第１項第２号
市町村は、単独に又は共同して、一般
廃棄物とあわせて処理することができる
産業廃棄物その他市町村が必要である
と認める産業廃棄物の処理をその事務
として行うことができる。

自治体の判断により実施

事業者責任

表１ 産業廃棄物の種類と例
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あわせ産廃の実態①

●恵庭市でのあわせ産廃受入れの経緯

１．受入れする理由
市内にある民間の処理場は産業廃棄物の一部
しか受け入れしていない。
・市内の主な受入れ品目：汚泥、木くず、がれき類等

市外への運搬及び複合素材の分別に関する費用負担が生じるため、
中小事業者への支援が必要

２．受入れ開始時期
過去の「ごみ処理基本計画」では昭和４９年時点で産業廃棄物の搬入量が記載され
ていることから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で産業廃棄物が規定された
概ね50年前から開始していたと思われる。

●他市のあわせ産廃の実施状況

道内３５市（恵庭市含む）の中で
中間処理施設で産廃を受け入れているのは６市
最終処分場で産廃を受け入れているのは８市

表２ 道内市の産廃処理量（Ｒ２年度）

出典：北海道における都市環境：北海道市長会

市名 処理量（t） 市名 処理量（t）

1 函館市 350 函館市 31

2 稚内市 2,211 小樽市 2,212

3 根室市 1,535 稚内市 1,630

4 千歳市 247 名寄市 134

5 登別市 2,919 根室市 269

6 恵庭市 2,321 千歳市 302

7 恵庭市 1,235

8 北広島市 160

中間処理施設 最終処分場
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も

●市施設での受け入れ状況

あわせ産廃の実態②

219.67 203.61 208.91 231.89 250.62 235.09 228.41 2,851.83 2,321.36 1,718.80

4,596.81 6,270.34 5,229.64 5,175.05 5,161.40 4,416.30 4,202.16 2,424.33 1,234.55 1,383.23

4,816.48 6,473.95 5,438.55 5,406.94 5,412.02 4,651.39 4,430.57 5,276.16 3,555.91 3,102.03

R1年度 R2年度
　　項目

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度
年度　　　

H24年度

合 計

産
業

廃
棄
物

可 燃

不 燃

R3年度

１．受入れ量（ｔ）

２．搬入実績（令和３年度実績）
※Ｒ１に分別変更、 Ｒ２から手数料改定

表３ 産業廃棄物受入れ量の推移

表４ 搬入量上位者の業務形態と搬入量（Ｒ３）

年間搬入台数 事業者数 割合 重量(kg) 割合

1台 47 17.6% 3,550 0.2%

2～5台以下 100 37.5% 37,370 2.2%

6～10台以下 42 15.7% 44,760 2.6%

11台～20台以下 43 16.1% 49,480 2.9%

21台～50台以下 17 6.4% 103,420 6.0%

51台以上 18 6.7% 1,480,220 86.1%

合計 267 100% 1,718,800 100%

表５ 焼却施設における搬入実態（Ｒ３）

・焼却施設搬入者数 ２６７者
・ごみ処理場搬入者数 ３４２者
※産廃搬入処理に関する市との契約者数 ７２５者

（自社運搬のみ ５０２者、許可業者のみ １１２者、両方登録 １１１者）

※収集運搬許可業者：市が許可する一般廃棄物収集運搬許可業者
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あわせ産廃にかかる費用（令和３年度）①

２．償還金

１．運営費

【歳出】

※産廃負担割合は、施設整備計画時の想定搬入合計量/想定産廃量

表７ 施設整備費内訳

表６ 各施設の運営費内訳

整備費（千円） 一般廃棄物処理分 産業廃棄物処理分 備考

焼却施設 4,957,200 3,668,328 1,288,872 産廃26％

ごみ処理場（第6期） 975,413 682,789 292,624 産廃30％

合計 5,932,613 4,351,117 1 ,581,496

１４９,４８８千円

１１３,２４３千円

（焼却 ５５,５３１千円）
（６期 ２７,３５９千円）

＋

３．その他の支出（令和３年度）

施設整備費の償還金（５，６期最終処分場、焼却施設、車両購入）

＋

２０,５６２千円公課費（循環資源利用促進税）
ごみ処理場維持工事費
重機購入費、基金積立等

合計 283,293千円
産業廃棄物処理事業特別会計

運営費（千円） 一般会計 特別会計（産廃）備考

焼却施設 378,334 279,967 98,367 産廃26％

ごみ処理場 172,436 121,315 51,121 産廃30％

合計 550,770 401,282 149,488
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あわせ産廃にかかる費用（令和３年度）②

１．産廃処分手数料
【歳入】

※処分手数料は、手数料算定時の施設整備費と運営経費の合計額を想定量で除したもの

表８ 産業廃棄物処分手数料収入

単価（円/10kg） 処分量（ｔ） 処分手数料（千円）

可燃ごみ 400 1718.8 68,752

不燃ごみ 509 1383.23 70,407

合計  3102.03 139,159

１３９,１５９千円

２．バイオガス売却益

８,１８２千円

３．その他の歳入

＋

＋

１４,０６２千円

合計 283,293千円

廃棄物と下水処理の連携で発生したバイオガスの売却益
の１０％が産廃会計分

市債（ごみ処理場維持工事、重機購入）
基金利子等

産業廃棄物処理事業特別会計

４．繰入金

産業廃棄物処理施設基金繰入金 ７８,２３６千円
一般会計繰入金 43,654千円

＋

１２１,８９０千円

運営費分 施設整備分 合計（円）

産廃可燃処分手数料 225 175 400

産廃不燃処分手数料 307 202 509
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あわせ産廃による市民影響の有無①

●令和３年度の産廃会計が赤字⇒産廃を受け入れることは市民負担が増加してる？

令和３年度は不足額を一般会計から繰り入れ処理（４３,６５４千円）

理由： 産廃受入れ量が手数料算定時の推定量と比べ大幅に減少し、手数料収入が減

産廃処分手数料は、各施設の運営費、施設整備の償還額の総額に対し、
あらかじめ定めた計画上の一般廃棄物と産業廃棄物の比率に基づき、費用を
算出し、その全額を手数料で賄う計算としている。

一般廃棄物：産業廃棄物合 （可燃ごみ）７４：２６ （不燃ごみ）７０：３０

しかしながら、運営費には、産廃を受け入れなくてもかかる費用（固定費）と
ごみ量の増減によって変動する費用（変動費）があるため、実際に産廃処理に
要する費用は手数料算定で算出した費用とは異なる。

次ページ以降で焼却施設とごみ処理場で実際にかかる運営費を例に、産廃
を受け入れることによるメリット、デメリットについて検証を行う。

表９ 産廃計画量と実績量の比較

計画量（ｔ） R3実績 差

可燃 3,771 1,719 △ 2,052

不燃 1,211 1,383 172

合計 4,982 3,102 △ 1,880
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あわせ産廃による市民影響の有無②

焼却施設で産廃を受け入れる場合（Ｒ３ 処理量１,７１９ｔ）

・メリット 産廃処分手数料収入がある。（運営費分のみ算出）
２２５円/１０ｋｇ×１,７１９ｔ×１０００＝３８,６７８千円

・デメリット 運営費が余分に必要になる。（変動費分増加）
８４,７２６千円×１,７１９ｔ/１２,７４５ｔ（合計量）＝１１,４２８千円

したがって、 ３８,６７８ー１１,４２８＝２７,２５０千円となり、
産廃を受け入れることのメリットの方が大きいこととなる。

※ただし、固定費のうち、点検整備費などはごみ量が多いことで経年劣化が
早まることも想定されるため、上記は概算である。

〇焼却施設での検証

・焼却施設運営費 ３７８,３３４千円（Ｒ３年度 一廃産廃合計）
固定費～施設を稼働するうえで必ずかかる経費 ２９３,６０８千円

（人件費、点検整備費、電力基本料、分析費、除雪費等）
変動費～ごみ量によって増減する経費 ８４,７２６千円

（薬剤費、電力料、燃料費）
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あわせ産廃による市民影響の有無③

ごみ処理場で産廃を受け入れる場合（Ｒ３ 処理量１,３８３ｔ）

・メリット 産廃処分手数料収入がある。（運営費分のみ算出）
３０７円/１０ｋｇ×１,３８３ｔ×１０００＝４２,４５８千円

・デメリット 運営費が余分に必要になる。（変動費分増加）
２０,６０４千円×１,３８３ｔ/５,０６８ｔ（合計量）＝５,６２３千円

したがって、 ４２,４５８ー５,６２３＝３６,８３５千円となり、
産廃を受け入れることのメリットの方が大きいこととなる。

〇ごみ処理場での検証

・ごみ処理場運営管理費 １７２,４３６千円（Ｒ３年度 一廃産廃合計）
固定費～施設を稼働するうえで必ずかかる経費 １５１,８３２千円

（人件費、光熱水費、修繕料等）
変動費～ごみ量によって増減する経費 ２０,６０４千円

（燃料費、原材料費、重機の消耗品）

・以上の検証結果から、運営費においては、あわせ産廃を受け入れることによる
メリットが大きいと考えられる。
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あわせ産廃による市民影響の有無④
次に、あわせ産廃受入れの有無による施設整備費への影響について検証する。

●あわせ産廃を受け入れることで、余分な整備コストがかかったのでは？

・焼却施設整備費（５６ｔ/日） ４,９５７,２００千円（９千万円/ｔ)
仮に産廃を受け入れない計画だった場合は、５６ｔ×７４％＝４１ｔ/日の施設

【検証】
他施設の４０～４２ｔ/日のストーカー炉のｔ当り単価を確認すると

９千万円/ｔ～１１千万円/ｔ
となり、産廃を受け入れることで規模が大きくなり、スケールメリットが働き、
整備費コストが安価になったと考えられる。
・スケールメリット例 建築費（プラットホーム、事務エリア）、外構工事費

建設年次や構造によって、整備費が大きく変動するため、一概に比較はできないが、
産廃を受け入れ、規模が大きくなることで、整備コストが有利になると思われる。
また、ごみ処理場についても同様と考えられる。

〇市民影響がある場合とは
産廃処分手数料の施設整備分は、設備１５年、建物５０年で償還することで
算定しているため、償還途中で産廃の受け入れをやめた場合、残りの償還金の
負担方法によっては、市民負担が増加する可能性がある。
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あわせ産廃による市民影響の有無⑤

●産廃を受け入れなければ、ごみ処理場の供用年数が延長されるのでは？

現在の一般廃棄物処理基本計画（Ｒ３策定）の計画ごみ量で
産廃の受け入れを継続した場合は 第６期最終処分場は令和１5年頃満杯
令和５年度から産廃を受け入れない場合は、令和2１年頃満杯

産廃を受け入れないことで、約６年延命が可能

〇市民影響がある場合とは
・産廃量が計画値より大幅に増加
・整備時に産廃を受け入れない計画なのに産廃を受け入れた。
⇒一廃分の容量も使用することになり、埋立場が短命化する。

一般廃棄物埋立容量分

（70％）

産業廃棄物埋立容量分

（30％）

産廃を受け入れているから約６年短縮されるわけではない。
産廃を埋立するべき容量を利用すると約６年延命できるということ。
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あわせ産廃の必要性①
●事業者支援

〇事業者アンケート結果

〇事業者負担の増
・あわせ産廃の受入れをしない場合、市外へ運搬するため事業者の分別の手間
や運搬費用が増える。
・自社運搬の場合一廃と産廃を同時に搬入する場合が多いことから、搬入施設
が別になった場合は、運搬費用が増える。
・多くの事業者は一般廃棄物と産業廃棄物の両方を同じ収集運搬許可業者に
委託しており、一廃と産廃を違う施設に搬入することになると、委託料が増
える又は自社搬入が別途必要になる。

表１０ 事業系廃棄物に関する実態調査結果
（あわせ産廃の必要性について）

表１１ 事業系廃棄物に関する実態調査結果
（あわせ産廃が必要と回答した理由）
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あわせ産廃の必要性②

焼却施設は、２４時間連続運転し、余熱（蒸気）を
生ごみ・し尿処理場や下水終末処理場へ供給

蒸気利用
・焼却施設～場内電力、暖房・給湯等
・生ごみ・し尿処理場～暖房
・下水終末処理場～汚泥乾燥・消化槽加温、暖房等

●廃棄物と下水道との連携事業への影響

搬入量が大きく減少すると
・産業廃棄物の受け入れなし
・一般廃棄物の極端な減少

余熱利用施設での安定的な稼働が困難になる可能性もある。
・焼却量が減少（必要蒸気量が確保できない）
⇒【焼却施設】発電量が少なくなり、電気料に影響
【生ごみし尿処理場】代替暖房の燃料費の増
【下水終末処理場】消火槽が十分加温されず、バイオガス発生量が減少

汚泥が十分乾燥されず、搬出汚泥量が増加
汚泥乾燥施設の運転停止
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